
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
奈
良
県
く
ら
し
創

造
部
青
少
年
・
社
会
活
動
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
ひ
ろ
ば
な
ら
小
草

三

代
表
者
の
氏
名

玉
浦

勝
康

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
北
風
呂
町
二
〇
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
奈
良
市
内
及
び
近
隣
地
域
の
小
中
高
生
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
様
々
な
世
代
で
、
貧

困
感
・
格
差
感
・
孤
立
感
な
ど
の
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
地
域
社
会
で
相
談
し

た
り
立
ち
寄
れ
る
施
設
を
運
営
し
、
そ
こ
を
核
に
し
て
、
生
き
づ
ら
さ
の
原
因
と
な
る
貧
困
と
格
差

の
連
鎖
・
差
別
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
無
理
解
等
の
問
題
の
是
正
の
促
進
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

青
少
年
の
学
習
環
境
お
よ
び
自
立
支
援
環
境
の
整
備
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
、
ま
た
こ
れ

に
よ
る
地
域
社
会
の
活
性
化
お
よ
び
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
全
国
の
貧
困
・
格
差

・
差
別
な
ど
の
課
題
を
持
つ
人
と
連
携
し
発
信
し
、
全
国
的
な
活
動
の
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
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